
令和 8年 3月 9日 

 

事業主 様 

 

千葉県医業健康保険組合 

 

 

健康保険資格喪失後における無資格受診の防止及び資格喪失届・扶養削除届の 

期限内の提出について 

 

 標記の無資格受診（以下、「喪失後受診」）については、現在、保険医療機関等による

オンライン資格確認等システムの運用に伴い、資格喪失日から新たな公的医療保険（国

民健康保険・健康保険（全国健康保険協会・健康保険組合）・共済組合等）に加入手続

きを済ませている場合、公費併用や高額療養費制度利用など一部の診療（調剤）報酬明

細書（以下、「レセプト」）を除き、社会保険診療報酬支払基金（以下、「支払基金」）に

てレセプトの請求先を新保険者へ変更する流れとなっております。 

 しかしながら、事業所からの健康保険資格喪失届・扶養削除届の提出遅延等による資

格喪失情報の未連携により、当組合資格喪失後もオンライン上では被保険者等として受

診可能な状態のままとされ、この間に受診があった場合、後日、資格喪失情報を連携し

ても、当該喪失後受診の医療費は当組合に請求（総医療費の 7割または 8割等）され、

当組合が負担したうえで、当該者に返納請求をする事例が発生しております。 

なお、資格喪失・扶養削除手続きの遅延により、資格喪失後も旧保険者情報でマイナ

保険証等による受診ができるため、新しい公的医療保険への加入手続きをせず無保険状

態、または新旧の公的医療保険加入期間の間に無保険期間が存在することで支払基金経

由のレセプト振替・分割請求が不可となっていることから、下記１のとおり、退職など

で資格喪失する被保険者や就職等で扶養削除となる被扶養者を持つ被保険者の皆様に、

資格喪失日または扶養削除日から公的医療保険に必ず加入しなければならないことを周 

知方お願いするとともに、資格喪失届・扶養削除届は期限内にご提出くださいますよう、

重ねてお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．資格喪失する被保険者、扶養削除する被扶養者を有する被保険者への周知 

(１) 退職の場合、退職年月日を確実に伝える 

※事業所側と被保険者側で認識違いがあるため 

(２) 資格喪失日（退職日の翌日、被扶養者の就職日など）を伝える 

(３) 資格喪失日から千葉県医業健康保険組合の健康保険は使えないため、国民健康

保険などの公的医療保険に加入するよう伝える 

※特に、受診を予定している者は、早急に加入手続きを行い、受診先保険医療



機関等へ公的医療保険が変更になる旨を必ず申し出るよう伝える。 

 別添の＜千葉県医業健保を資格喪失される方へ＞をご活用ください。 

（Excel 版は当組合ホームページに掲載） 

 

2. 資格喪失届・扶養削除届について 

(１) 資格喪失日（退職日の翌日、被扶養者の就職日など）から 5日以内に提出 

(２) 資格確認書の回収待ちのときは、届書のみ先に提出 

(３) 届書提出後、資格確認書が 1週間以内に回収できないときは、回収不能届を 

追加で提出 

 

3. 届出遅延により医療費の調整が生じた場合 

2 の届出遅延の場合、喪失後受診となってしまったレセプトの医療費は、事業所

経由にて返納請求をすることがあります（1か月以上遅延等は事業所経由にて返納

請求）。当該者への説明、返納請求書送付、資格確認書等の回収督促、新しい公的医

療保険への加入勧奨等もお願いすることとなります。 

 

 

【照会先】 
 担当：医療給付課 
 TEL ：043-215-8205 


